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消費者契約法と特定商取引に関する法律
（以下 「特商法」といいます。）のそれぞれ
改正法が、 2016年5月に成立し、 同年の
6月3日に公布されました。消費者契約法は、
2017年6月3日に、 特商法は、 公布から
1年6ヵ月以内に政省令等を整備して施行さ
れます。

その中で、 最も大きな改正点は、 契約の取
り消しができる不当な勧誘行為として、 「物
吊、 権利、 役務その他の契約の目的の分量が、
その消費者にとっての通常の分量等を著しく
超えるものであることを事業者が知って勧誘
した場合」が加わったことです。

高齢者の判断能力の不足などにつけ込ん
で、 必要がない商昂を大量に売りつける行為
が多発しています。 従来は、 このような揚合．
には、 成年後見制度を利用したり、 意思能力
がないとか、 契約が公序良俗違反であると主
張するなと、 かなり高いレベルの契約の不当
性、 判断能力がないことなどを消費者が総合
的に証明しない限り契約の無効を主張できな

となっただけで、 「不適切な取引」 であると
され、 売買契約を取り消されることになりま
した。 つまり、 高齢社会における適正な取引
き）レ ールを定め、 守る責任が、 事業者の側に
課せられることになったのです。

さらに、 その外に、 ①不実告知、 不告知に
よる取消原因となる重要事項に、 消費者の重
要な利益についての損害又は危険を回避する
ため通常であると判断される事情が追加され
ました。 また、 ②事業者の債務不履行や有償
契約での瑕疵担保責任に基づく、 消費者の契
約解除権を放棄させる条項が「無効」とされ、
③消費者の和益を一 方的に害する無効な契約
として、 消費者の不作為を消費者契約の申し
込み又は承諾の意思表示とみなす条項を例示
するなど、 消費者の利益がより保護される法
改正になっています。

なお、 特商法では、 法の対象範囲が拡大さ
れたり、 悪質事業者に対する行政処分などの
規制が強化されています。

折角の法改正ですから、 是非その内容を十
かったのです。 ところが、 今回の改正で、 判 分に活用しましょう。 契約がおかしいな、 こ
断能力が不足している消費者に、 繰り返し、 ． れは疑問だと思ったら、 当事務所に是非ご連
同種の商品を販売し、 これが過量（売りすぎ）
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絡下さい。
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